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平成３１年度木津川市公共下水道事業会計予算 

 

 

（総則） 

第１条 平成３１年度木津川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）排水戸数               ２６，６００戸 

（２）年間総排水量          ６，７７０，０００㎥ 

（３）１日平均排水量            １８，５４８㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

   ①管渠面整備事業 

   ②流域下水道建設費負担事業 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収入 

 第１款 下水道事業収益       ２，４１５，０５１千円 

  第１項 営 業 収 益         ９１５，７０５千円 

  第２項 営業外収益       １，４９９，３４５千円 

第３項 特 別 利 益               １千円 

   

支出 

 第１款 下水道事業費用       ２，４１５，０５１千円 

  第１項 営 業 費 用       ２，２３５，８２５千円 

  第２項 営業外費用         １７６，０７６千円 

第３項 特 別 損 失             １５０千円 

  第４項 予 備 費           ３，０００千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本 

的支出額に対し不足する額５４０，１０２千円は、過年度分損益勘定留保資金６，２

００千円及び当年度分損益勘定留保資金５３３，９０２千円で補てんするものとす

る。） 
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収入 

 第１款 資本的収入           ６００，３８０千円   

  第１項 企 業 債         ３５０，５００千円 

  第２項 他会計負担金          ６５，６３１千円 

  第３項 他会計補助金         １２４，６５３千円 

  第４項 工事負担金               ２千円 

  第５項 国庫補助金          ５６，５００千円 

  第６項 基金繰入金           ３，０９４千円 

 

支出 

 第１款 資本的支出         １，１４０，４８２千円 

  第１項 建設改良費          ４７２，８３０千円 

第２項 企業債償還金         ６６７，６５１千円 

  第３項 積立金                  １千円 

   

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め 

る。 

 

事   項 期   間 限 度 額 

 

木津川市公共下水道事業計

画変更業務（木津川流域） 

 

 

平成３０年度から 

平成３１年度まで 

 

 

 

 ５，０５５千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め 

る。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道

事業 
２６９，０００千円 

 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

年４．０％

以内（ただし、

利率見直し方

式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 政府資金につい

ては、その融資条件

により、銀行その他

の場合にはその債

権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、企業財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は、繰

上償還若しくは低

利に借換すること

ができる。 

流域下水道

事業 
８１，５００千円 

計 ３５０，５００千円 ― 

 

 

  ― 

 

 

    ― 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合は、次のとおりと定 

める。 

（１）下水道事業費用 営業費用と営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用 

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ 

ばならない。 

（１） 職員給与費           １０９，３５６千円 
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（他会計からの補助金） 

第１０条 公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 

は、４６１，９５９千円である。 

 

平成３１年２月２１日提出 

 

                      木津川市長  河井 規子 
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重要な会計方針に係る事項に関する注記    

 

１ 重要な会計方針に係る事項 

  地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。 

（１）固定資産の減価償却の方法 

・有形固定資産 

    定額法により減価償却を行う。 

    主な耐用年数  建物        １８年～５０年 

            構築物       １０年～５０年 

            機械及び装置    ６年～３０年 

            工具器具及び備品  ４年～１５年 

    ・無形固定資産 

      定額法により減価償却を行う。 

      主な耐用年数  施設利用権     ３８年 

（２）引当金の計上方法 

 ア 退職給付引当金 

      京都府市町村職員退職手当組合に対し、一定の負担金を支払うため、退 

職給付引当金は計上しない。 

イ 賞与等引当金、法定福利費引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給とそれらに係る法定福利費の支出に 

備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属 

する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

ウ 貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能と見込まれる額を計 

上している。 

（３）消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 

２ 予定キャッシュ・フロー計算書に係る事項 

（１）予定キャッシュ・フロー計算書の作成方法 

作成方法は、間接法により作成する。 

 

３ 予定貸借対照表等に関する事項 

（１）企業債に関する事項 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して 
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１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれ 

る額は、６９９，２３５千円である。 

（２）引当金の取崩し      

     貸倒引当金を取り崩す場合、取り崩す額を貸倒引当金から減額し、同額 

を未収金から減額する見込みである。 

     また、翌年度６月に賞与等引当金から８，５６２千円を取り崩し、賞与

等を支払う見込みである。 

 

４ セグメント情報 

 （１）セグメントの概要 

     木津川市公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントの 

ため、記載を省略している。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算に関する説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























（単位：千円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 3,139

　　　減価償却費 1,334,447

　　　引当金の増減額（△は減少） 11,775

　　　長期前受金戻入額 △ 800,545

　　　支払利息 169,075

　　　未収金の増減額（△は増加） △ 24,711

　　　未払金の増減額（△は減少） △ 240,315

　　　その他資産の増減額（△は増加） 251,646

　　　その他負債の増減額（△は増加） 0

　　　　　小計 704,511

　　　利息の支払額 △ 169,075

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 535,436

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 382,448

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 77,493

　　　国庫補助金等による収入 56,500

　　　他会計負担金による収入 65,631

　　　負担金による収入 2

　　　基金の取り崩しによる収入 3,094

　　　一般会計からの繰入金による収入 124,653

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 210,061

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 376,500

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 667,651

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 291,151

　資金増加（減少）額 34,224

　資金期首残高 217,812

　資金期末残高 252,036

平成３１年度木津川市公共下水道事業会計

（平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで）

予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
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（単位：千円）

１．

（１）下 水 道 使 用 料 779,451

（２）他 会 計 負 担 金 18,767

（３）そ の 他 営 業 収 益 1,816 800,034

２．

（１）管 渠 費 21,897

（２）処 理 場 費 106,865

（３）普 及 指 導 費 1,001

（４）業 務 費 52,687

（５）総 係 費 82,409

（６）流域下水道維持管理費 518,413

（７）減 価 償 却 費 1,338,546 2,121,818

営　業　損　失 1,321,784

３．

（１）他 会 計 負 担 金 635,968

（２）他 会 計 補 助 金 42,834

（３）財政調整基金繰入金 6,100

（４）長 期 前 受 金 戻 入 800,485

（５）雑 収 益 7 1,485,394

４．

（１）
支 払 利 息 及 び
企 業 債 利 息

184,520

（２）そ の 他 営 業 外 費 用 1 184,521 1,300,873

経　常　損　失 20,911

５．

（１）そ の 他 特 別 利 益 1

６．

（１）過 年 度 損 益 修 正 損 139 139 △ 138

21,049

2,249

18,800

営  業  外  費  用

特   別   利   益

特   別   損   失

当 年 度 純 損 失

前年度繰越利 益剰 余金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

平成３０年度　木津川市公共下水事業会計予定損益計算書（前年度分）

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）

営   業   収   益

営   業   費   用

営  業  外  収  益
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左の財源
内　　訳

期 間 金 額 期 間 金 額
他 会 計
補 助 金

千円 千円 千円 千円

木津川市公共下水道事業計
画変更業務（木津川流域）

(4,374)
5,055

― ―
平成３０年度

～
平成３１年度

5,055 5,055

　注：(　　)内の数値は支出予定額

事　　項 限 度 額

前年度末までの
支払義務発生（見込）額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

債務負担行為に関する調書
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